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★★給給与与所所得得のの源源泉泉徴徴収収票票のの様様式式

個人資産税のホットな情報をお届けします

◎◎変変更更さされれたた源源泉泉徴徴収収票票とと主主なな変変更更箇箇所所

◎◎留留意意点点

l 「「受受給給者者交交付付用用」」には、ママイイナナンンババーー及及びび法法人人番番号号はは記記載載ししまませせんん。誤ってマイナンバー入
りの源泉徴収票を本人に交付することのないように気を付ける必要があります。

l 平成28年分以降は、年の途中で退職された場合であっても控除対象配偶者や扶養親族の氏
名を記載する必要があります。

l 過去の源泉徴収票を再発行する場合、例えば平成27年分の源泉徴収票を再発行する場合に
は、旧様式を使います。

平成２８年分以降の給与所得の源泉徴収票については、マイナンバーの制度の導入に伴い、
その様式が大きく変更となりました。
※ 用紙の大きさが従来のA６サイズからA５サイズ（2倍の大きさ）に変更されています。
今回はその給与所得の源泉徴収票の様式の変更点についてご案内します。 （若林 茂）

受給者の「個
人番号」欄が
追加されまし
た。

「住宅借入金等
特別控除の額
の内訳」欄が追
加されました。

「控除対象配偶
者」欄及び「控除
対象扶養親族」
欄が追加されま
した。

「１６歳未満
の扶養親族」
欄が追加さ
れました。

支払者の「個人
番号又は法人番
号」欄が追加さ
れました。


